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1. はじめに 

 本業務は、高原川流域における土砂移動動態の把握を目的に平湯川、蒲田川に設

置された流砂観測機器を用いて、主に出水時の土砂移動を観測するものです。正常な

データを測定する目的で、観測機器の定期点検や臨時点検の他、出水時調査や河床

材料調査などを実施します。 

 

図-1 流砂水文観測箇所位置図  

（高原川水系砂防事務所事業概要に加筆） 

しのぶ砂防堰堤（平湯川） 

神坂砂防堰堤（蒲田川） 



2. 業務概要  

 神通川の上流支川である高原川は新猪谷ダム上流での河床勾配が 1/20 と日本有数

の急流河川であり、また、焼岳を中心とした流域の地質は脆弱で、多雨・豪雪といった気

象特性を併せて土砂生産の多い流域になります。 

 本業務では、当該流域における土砂移動現象の把握を目的に特に土砂生産の多い

平湯川（しのぶ砂防堰堤）及び蒲田川（神坂砂防堰堤）において、流砂観測機器を設置

し、主に出水時の土砂移動特性を調査しています。流砂観測機器としては、ハイドロフォ

ンと呼ばれるセンサー部への礫の衝突音を計測する機器や濁度計・水位計等により出水

時の土砂移動を定量的に把握する試みをしております。設置した計測機器による正常な

データ取得を目的に、夏季は 1 回/月程度の割合で機器点検を実施し、また、出水があ

った場合は追加の点検を実施します。 

 

3. 業務特有の事故防止対策  

本業務での作業は車両で現場付近まで移動し、そこから徒歩による河道周辺での点

検、現地調査が主体となります。また、場合によっては車両から離れて河道周辺での作

業となるため、突発的な土石流の発生や不安定な礫河床における転倒、熱中症などの

事故リスクが考えられます。これら作業内容を鑑み、過去の事例等より現場での事故発

生リスクを抽出し、以下のような対策を講じています。  

 

3.1 交通事故防止対策  

 現場までの移動は主に乗用車であるため、雨天

時や積雪路面におけるスリップ、スピードの出し過

ぎ、バック時の後方確認不足になどによる車両事故

の危険性があります。特に、本業務は現場までの移

動時間が長く、車両事故は事故リスクの中で大きな

割合を占めると考えています。そのため、業務関係

者を集めて「安全・衛生協議会」を実施し、その中

で運転ルールを定め、安全運転に対する注意喚起

を実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 安全・衛生協議会資料の抜粋（車両の安全運行）  

写真-1 「安全・衛生協議会」 

開催状況（WEB） 



3.2 クマ・ハチ災害の防止  

 現地作業実施個所はツキノワグマの生息地域であり、また、車両等より離れての作業を

行うためクマスプレー・熊鈴等の獣害対策グッズを携行しました。特に、夏季は観測検舎

に蜂の巣が作られている事例がよく見られることより、ハチ撃退スプレーやポイズンリムー

バーを携行し、熊・ハチ等に襲われた場合に備えた対策を講じました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-2 クマスプレー等の安全対策装備等一式  

3.3 夏季熱中症対策  

 夏場の熱中症対策に備え、現地作業班には熱中症計を携行させ（写真-2 参照）、熱

中症指数を随時チェックしながら作業を実施しました。本年度の調査では厳重警戒・危

険状態等にはなりませんでしたが、KY ミーティングによる注意喚起やスポーツ飲料の用

意し安全な現地調査を心掛けました。 

 

3.4 河床などでの転倒防止  

 現地作業では、河道付近に接近し点検・調査を実施します。観測箇所周辺は、数十セ

ンチ大の礫河床であり、また活発な土砂移動のため不安定な礫が多く河床に堆積してい

るという特徴があります。そのため、KY ミーティングによる河床を歩く際の注意喚起やヘル

メットや長靴、ライフジャケット等の装備の確認を行い転倒等に注意し作業を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 作業実施状況写真（左；KY ミーティング・右；点検作業状況）  

ポイズンリムーバ ハチ撃退スプレー クマスプレーと熊鈴  熱中症計  



3.5 焼岳噴火に対する警戒  

 岐阜県と長野県の県境に位置する焼岳は、「火山防災のために監視・観測体制の充

実等の必要がある火山」に指定されている活火山の一つとなります。焼岳では 1995 年以

降大きな噴火は生じていませんが、今年 5 月には噴火警戒レベルがレベル 1（活火山で

あることに留意）からレベル 2（火口周辺規制）に引き上げられました。本業務実施地点の

うち、神坂砂防堰堤およびしのぶ砂防堰堤については、立入規制範囲からは外れていた

もの、水蒸気爆発など突発的な噴火により噴火警戒レベルが急激に引き上げられた際は、

火口噴出型泥流や降灰後の土石流など、火山活動に伴う土砂災害のリスクが高くなる

箇所となります。そのため、事前にハザードマップにより危険地域や避難箇所等を確認し、

現地作業前には気象庁の噴火警戒情報を確認し、爆発音等が、突発的な噴火に備え

た現地作業を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-3 焼岳噴火ハザードマップ（焼岳火山噴火防災協議会ホームページより）  

4. まとめ 

本業務における現地作業は観測機器点検を主体とした調査業務であり、足元の

不安定な河道での作業や車両から離れた河道での作業が発生します。このような

作業特性に応じた事故リスクを抽出し、作業前に作業員全員に周知し一人一人が

安全意識を共有することが事故のなく作業を実施する上で重要になると考えて

おります。本業務はまだ冬季作業が残っておりますが、引き続き高い安全意識を

持てるように工夫し、事故のない現場作業に努める所存です。  

最後に、安全を含め様々なご指導・助言・情報提供をいただいた神通川水系砂

防事務所の皆様方に厚く御礼申し上げます。  


